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「三田学会雑誌」1 0 4巻 1 号 （2 0 1 1年 4 月）

中国の産業発展における業界組織と地方政府の役割
—— 自転車産業の事例から ——

駒 形 哲 哉

第 i 節 は じ め に

中国では制度改革と対外開放という環境条 

件の下で，新規參入，域外資本の進出，国有 

企業集団の解体により，企業間の競争が活発 

になった。社会的分業が深く，分業の各環節 

において競争が激しいことは，中国の産業発 

展の特徴の一つである。中 国 が 「世界の工場」 

となっている自転車産業等は，それが観察さ 

れる典型的事例である。

しかし，企業間競争が産業発展の主体的要 

因であったとしても，それだけが産業の発展 

を導いてきたわけではない。制度改革と絡み 

合う産業発展の過程で，業界組織や地方政府 

が一定の役割を果たしてきたことも事実であ 

る。そこで本稿では，自転車産業（自転車産業 

の枠組みから発展してきた電動車両も含む）を事

例に，産業発展をめぐる業界組織と地方政府 

の役割について論じてみたい。

本稿で業界組織と地方政府の両者に共通し

て見出したいのは，「中間組織」としての役割
⑴

である。ある一つの産業の発展が社会的に（あ 

るいは市場により）要請されている場合や当該 

産業を取り巻く環境に変化が生じた場合にな 

されるべき対応が，個々の企業の能力を超え 

ているとき，「中間組織」がそのギヤツプを埋 

める補完的役割を果たしうる。本稿は，業界 

組織のみならず地方政府も「中間組織」と位置 

づけるものである。ただし，地方政府につい 

ては，資源配分に対する政府の介入を内容と 

する，産業政策の担い手として位置づける視 

点もすでに存在している。中国では，「資本市 

場の代替，補完」「収穫連増産業への投資促進」 

といった役割が，「産業政策の実施に必要な情 

報が，地理的に分散していること」により，中
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央集権的な形をとらず，地方政府に分権化さ
⑵

れ て き た （今 井 （2000) p p .1 5 1 -1 5 4)。地方政 

府の役割は，民営企業の台頭によって変化し 

ているが，開発成果をめぐる地方政府間競争 

がなお存在するとともに，「情報の分散」はな 

お地方政府の役割を意味づけていると考えら 

れる。政府と企業との間の情報の非対称性を 

低減することが業界組織の役割の一部を構成 

す る と す れ ば （L y nn  an d  M ckeow n (1988))， 
業界組織と同じ脈絡で，中央政府と企業との 

間に位置する中間組織としての役割を，地方 

政府にもたせることになるのである。そこで 

地方政府の役割は，「中間組織」であり，また 

「産業政策の主体」でもあり， この二つが一 

定程度重なり合っているものとしてみていき 

たい。

経 済 改 革 （制度改革）と対外開放という環境 

の下で，業界組織と地方政府が地域産業の構 

造変化と発展に対して果たした役割を， 自転 

車 産 業 （自転車産業の枠組みから発展してきた電 

動車両も含む）を事例に考察するのが本稿の課 

題である。

第 2 節 中 国 に お け る 自 転 車 産 業 の 業 界  

組織

2 - 1 業界組織成立の一般的背景

中国では，市場経済化とともに業界組織に 

対する関心が強まった。 このことの背景には， 

一つには市場経済化が企業の自律性の強化と 

民営化を伴い，政府と企業との関係が両者の 

直接的な報告•指令関係で調整されなくなっ

( 1 ) 一般的に「中間組織」は政府と企業との間に位置するものと想定される。たとえば，今 井 （1982) 
は 「中間組織」を，政府と企業との間に位置して市場の失敗と内部組織の失敗の両方に対処する組織 

と位置づけている。「中間組織」の代表例が業界組織であり，業界組織は，政府と企業との間の情報の 

非対称性を低減し，政策策定に有用性をもつと同時に，企業側からみて経済的，政治的な意味で集団 

的行動をとることを可能にする（L ynn a n d  M ckeow n (1988) p p . 2 - 3 ,米 倉 (1993) pp .184—188)。 
しかし，橘 川 （1 9 9 2 )では業界組織，企業集団のほかに，さらに政府も「中間組織」に含めている。 

中国とその他の国との間での「政府」という用語のもつ意味の違いには注意しなければならないが， 

ここでは中央政府と企業との間に位置するものとして地方政府も「中間組織」に含める。

( 2 ) 今井健一は，M ontino la , Q ian  an d  W eingast (1 9 9 5 )の 「中国型連邦制」の議論，O ( (1992) (1995) 
の 「地方コーポラテイズム」の議論をふまえ，生産活動そのものが地理的にきわめて分散しているう 

え，情報の流通ネットワークが未発達であることから，産業政策の実施に必要な情報が地理的に分散 

していると述べている（今 井 （2000) p .1 5 6 )。ただし，これらの議論は地方政府が所有を通じて公有 

制企業と利害を共有している状況が広範に存在した9 0 年代半ばまで特に妥当性をもったと考えられ， 

今井自身が，9 0 年代後半以降，民間資本が新たな投資主体として台頭してきており，地方政府は役割 

転換を迫られていることを指摘している（今 井 （2000) p .1 5 9)。投資主体としての地方政府の役割の 

領域の変化については，梶 谷 （2 0 0 8 )などを參照されたい。

( 3 ) 業界組織の役割，機能としては①製品のプロモーション（広告や展示会開催など)，②労使関係の調 

整 （協定の監視，集団的交渉の支援，福利厚生調査など)，③業界規格策定，④情報•データの収集と 

会員への提供，⑤研究開発（実施，資金助成，技術情報の普及など)，⑥経済的サービスの提供（共同 

購入，保険，会員割引，経営指導，技術サービスなど)，⑦教育的サービスの提供（トレーニング，情

報の伝播など)，⑧会員総会 • 会議などの主催，⑨広報活動 -が想定される（L yn n  an d  M ckeown
(1988) p .3)。
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てきたことがある。計画経済期や制度改革の 

初期段階においては，所有関係を通じて政府 

主管部門と国営企業とがーっの組織をなし， 

「市場の失敗」は存在しえなかったし，政府と 

企 業 と の 間 の 「中間組織」 としては業界組織 

ではなく，企業集団が計画経済を効率化する
(4)

役割を期待されていたのである。

しかし，制度改革が進むにっれ， 自律的な 

企業の行動に立脚した個別産業の発展を，政 

府が直接介入せずに導くために，いわゆる「中 

間組織」 としての業界組織の役割が注目され 

るようになった。企業の自律性の強化に伴い， 

一部の政府部門は計画管理の役割を失い，政 

府の機構改革が行われた。 この一部の政府部 

門が業界組織へと転換されたのであった。

他方，民営企業が多数形成されるに伴い，こ 

れらの企業にとっては，いかにして自社ない 

し地域産業の権益を守り，健全に発展してい 

く環境を確保するかということも切実な課題 

になってきた。そこで政府に対する交渉窓口 

としての業界組織が必要となった。

これらがいわゆる「中間組織」の機能であ 

るが， さらに，比較制度分析の理論の中国へ 

の伝播，そして地域産業発展における産業集 

積のもつ政策的含意がマイケル•ポーターの 

産業クラスター論，競争戦略論とともに中国 

に伝わってきたことも「中間組織」の研究を活 

発にさせていると考えられる。計画経済から 

市場経済への移行期における業界組織の研究， 

たとえば余（2003)，天津市自行車電動車行業 

協会の事例を扱った謝 (20 05 )，謝 • 王 （2006)

は， まさに比較制度分析の手法を援用したも 

のである。

2 - 2 自転車産業の業界組織の体系

中国における自転車産業の業界組織は，全 

国組織である中国自行車協会（所在地：北京，団 

体会員数約5 0 0 ) と，その支部ではなく独立し 

て存立する団体である地方業界組織から成る。 

一部の地域では省レベルの協会のほか， さら 

にその下の行政地域である市レベルにも電動 

車メーカーを中心とした業界組織がある。中 

央組織と地方組織とは，かつて自転車産業を 

管轄した軽工業部門が中央レベルと地方レべ 

ルとから成り，両者は指導関係にはあっても 

人事関係がなかったのと同様に，専従スタツ 

フの人事面や財政面で独立した関係にあり， 

中国自行車協会は中央政府の民政部，地方組 

織は各地方政府の民政局にそれぞれ登録する 

「社団法人」（非営利性の法人格をもつ社会組織） 

である。

ただし，中央組織である中国自行車協会と 

地方組織とがまったく独立した関係であると 

いうわけでもない。

地方組織と中国自行車協会の両方に參加し 

ている会員企業が存在しており（省レベルの組 

織と省以下のレベルの組織でも同様)，有力企業 

は地方組織の理事単位となっているだけでな 

く，中国自行車協会の理事単位にもなってい 

る。 また，中国自行車協会には企業だけでな 

く，主要地方組織も加わっており，天津，江 

蘇，浙江の協会は副理事長単位に選出されて

⑷ 今 井 （1982)，橘 川 （1 9 9 2 )の議論に着想を得ている。

—— 1 1 5 ——



図 1 中国の自転車産業業界組織と関連機関

(出所） 中国自行車協会網，その他各種情報による。

いる。 部の流れを汲む中国軽工業聯合会に参加して

さらに中国自行車協会は，かつて自転車産  おり，中国自行車協会の理事長は中国軽工業

業が軽工業部に属していたことから，軽工業  聯合会の副会長を兼ねている。中国自行車協
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会の理事長は軽工業部門の出身であるといわ 

れるが , 中国軽工業聯合会の会長（2 0 0 9年 1 
月現在）は元軽工業部長である。中国自行車協 

会の常務理事会での理事長，副理事長選出に 

あたっては，その候補者リストとそのリスト

にもとづく選出が中国軽工業聯合会の審査 -
(6)

同意を経て行われており，緩やかな形ではあ 

るが，かつての主管系列の関係が残っている 

といえよう。

2 - 3 自転車産業の業界組織成立の背景 

中国の自転車産業の業界組織には，小売り 

業者たけ，あるいは部品メーカーたけといっ 

た専門的組織がなく，地方組織の場合，地域 

産業の代表という性格が強く，中央組織であ 

る中国自行車協会も地方の各協会も，いずれ 

も 主 に 企 業 （メーカーおよび一部商社，流通業 

者）から成る組織である。近年は，ペダル式の 

自転車だけでなく電動二輪車産業も含む業界 

組織となっており，「自行車電動車行業協会」 

という名称の業界組織が増えっっある。

2 - 3 - 1 中国自行車協会

(1) 成立の経緯

中国における自転車産業の業界組織設立の 

契機は， 1 9 8 0 年代初頭に生産転換を迫られ 

た農業機械や軍事工業といった機械工業部門 

や，雇用創出•財政収入確保を動機づけられ 

た地方政府が，当時利幅が大きかった自転車

産業に参入したことにあった。計画経済時代 

には自転車産業はほぼ軽工業部門の管轄下に 

あったが，新規参入により自転車産業は 2 0 の 

省 • 市 • 自治区，そして六っの工業部門——  
軽工業部，機械工業部，航空工業部，兵器工 

業部，航天工業部，中国船舶工業総公司（いず 

れも当時）に跨がることになった。 1 9 8 4年に 

完成車メ一  カーについては軽工業部の管轄下 

に移されたが（当代中国叢書編輯委員会（1986) 
pp .186 -187 , Z hang  (1992) pp .168—169)，業 

界管理の必要から，8 5 年に中国自行車協会が 

設 立 さ れ た （中国自行車協会（2005) p .3 9)。
(2) 目的と業務

業界組織は中央も地方も，いずれも基本的 

に，中国の法と政策を守り，会員の合法的権 

益を守り，会員企業の技術•管理レベルの向 

上，産業の発展に資することを目的に掲げ，会 

員企業と政府との間の橋渡し役となって政府 

に対し会員のニーズを伝え，会員には政府の 

意図を伝えることを任務としている。

中国自行車協会の定款（章程） を例にとる 

と，そ の 目 的 を 「国家憲法，法律，法規と国 

家政策を遵守し，社会道徳風尚を遵守するこ 

と」「国家の政策，法令の執行を貫徹し，会員 

の合法的権益を守り，業界全体の経済技術と 

管理水準を絶えず高め，業界全体の健全な発 

展を推進する」（第 3 条）こととしている。そ 

して，同会の任務は「会員と政府部門との間

(5) 2 0 0 8年 1 2 月の協会理事会で役員の改選が行われ，理事長が王鳳和氏から馬中超氏に交代した（王 

氏は名誉理事長へ) 。馬新理事長は軽工業部人事司副司長，中国軽工業対外経済技術合作公司副総裁 

などを歴任しているという（『サイクルプレス』N o.823，p .2 6)。
(6) 「中自協常務理事会召开」中国軽工業商務網自行車行業 

h ttp ://w w w .c lib .c o m .c n /in fo /L in e In fo  _S h ow .aspx?ID = 362 35& S o rtID = 85
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の架け橋と紐帯の役割を果たし，会員の願い， 

要求を反映させ，政府の意図を伝達し，政府 

部門の業界管理を助ける」（第 6 条）こととし 

て い る （中国自行車協会ウェブサイト/具体的業 

務範囲については文末参照）。

地方組織も国外との業界交流を行うが，業 

界全体を代表して国外と接触するのは中国自
(7)

行車協会である。

2 - 3 - 2 地方業界組織 

—— 天津市自行車雷動車行業協会の例

(1) 成立の経緯

天津では 1 9 9 2年の富士達の参入を嚆矢とし 

て小規模な民営完成車メ一カーが数十社， 自 

転車産業に参入してきた。市場秩序の維持と 

企業間協調を目的に，業界の退職幹部数名の 

発起により，9 4 年より設立準備が始まり，95 
年 に 業 界 組 織 「天津市自行車行業協会」が設 

立された。 しかし，当初，国有の飛鴿集団は， 

私的経営の側に立つ協会を敵視し，小規模民 

営企業群も協会の存在意義を理解できず会費 

負担を重荷に感じていた（謝 （2005) p .213)。 
だが，9 8 年までに国有の飛鴿が経営難で立ち 

行かなくなる一方，大量に参入してきた小規 

模企 業 は 悪 性 競 争 （品質向上を伴わず，品質 • 
デザイン • 使い勝手対価格比で示される「値打ち 

感」を低下させるような，価格を手段とする競争） 

を展開しており，地域産業としては秩序の整 

備が不可欠となっていた。

この頃，現理事長が飛鴿集団を退職して協 

会の秘書長に着任し，天津の自転車産業の健

全な発展に力を発揮していった（天津自行車行 

業生産力促進中心(2006) pp .170- 171)。協会ス

タッフは 2 0 0 9年現在約 4 0 名といい，地方協
(8)

会のなかで突出した人員規模であるという。 

2 0 1 0 年 1 1 月に協会は名称を「天津市自行車 

電動車行業協会」に変更している。

(2) 目的と業務

2 0 0 4年改正の協会定款によれば，「国家，会 

員単位の合法権益を守り，業界の大局的利益 

を守って，業界の経済技術と企業管理水準を 

たえず高めること」「政府と関係部門が業界管 

理を具体化することを助け，業界ルール規範 

に従い天津市の自転車と部品企業の健全な発 

展を促進すること」 を活動の目的としている 

(第 3 条）。そのうえで協会の任務を「会員単 

位と政府部門の間の架け橋と紐帯の作用を果 

たし，会員単位の要望 • 要求を反映させ，政府 

の意図を伝え，政府部門が天津市の自転車業 

界に対する系統を集約した管理を徐々に行う 

ことを助ける」（第 6 条）こととしている（天 

津市自行車行業協会（2005b) p p .1 -8  / 具体的業 

務範囲については文末参照）。

人員の規模は地方ごとに異なるようだが， 

地方協会はいずれも実質的には，地方政府の 

自転車産業に関わる政策決定の具体案を検討 

し作成する機能をもっているとみられる9。

( 3 ) 協会が設立，機能しえた理由

各地方協会の成り立ちはさまざまである。 

江蘇省の場合，計画経済時に自転車メ一カー 

へ鋼材を配分していた軽工業庁の一部門が政

( 7 ) 輸出価格その他貿易に関わる内容の場合，機電商会が対外窓口となる。

⑶谷雲南開大学経済学院副教授のご教示による。なお，2 0 0 4年段階では2 0 名であった。
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府部門から離れてできた有眼公司で，企業と 

協会とのニ枚看板を掲げる組織であり，理事長

は計画経済時代に無錫の自転車メ一カーに勤
(10)

務していた人物であった。上海市の場合はエ

商業聯合会の傘下の同業会として発足 （1988
年） しており，秘 書 長 （当時）は上海の自転

車 • 部品メーカーに勤務した経歴をもち，併

設の 研 究 所 （技術サービス会社）の所長を兼務 
(11)

していた。 山東省自行車電動車行業協会の場

合は，秘書長は山東省軽工業庁で一貫して自

転車を担当してきた。

天津市の協会の場合，現理事長は協会の秘

書長を長く務めていたが， もともと，天津の

国有企業に長く勤務し，部品総廠の副工場長，

自行車工業公司の副総工程師など各部門の職

務を経て集団の副総経理を 1 1 年にわたり務 
(12)

めた経歴を有している。業界組織の中心人物 

はいずれにしても，すべて長く業界に身を置 

き，当該地域の業界を熟知している。

ただ，天津の場合，江蘇や山東の場合とは 

異なり，政府部門の流れを汲んでおらず，ま 

た上海のようなエ商業聯合会の枠組みで形成 

されたものでもない。謝 （2 0 0 5 )で 「外部介 

入型」，謝 • 王 （2 0 0 6 )で 「嵌入型」 と呼ばれ 

ているように，天津の業界組織は，いわば既

存の制度にない制度を外から「嵌め込む」形 

で形成されている。では， な ぜ 制 度 の 「嵌め 

込み」が成功したのか？

さまざまな主体間の取り引き（生産者と消 

費者との間，消費者間，生産者間，政府と企業と 

の間等々の取り引き）の 秩 序 • ルールの管理 - 
運営を広い意味でのガバナンス（中国語でい 

う 「治通」） と呼ぶことにしよう。中小民営企 

業群が多数創出され，かつての主管部門と国 

有企業というガバナンスの及ばない空白が短 

期間で生まれ，政 府 部 門 （や政府部門内部の人 

物）が新たなガバナンスの形成に必ずしも十 

分な役割を果たせずにいた。新たなガバナン 

スの形成を目的に設立されたはずの天津市自 

行車電動車行業協会（当時は天津市自行車行業 

協会） も，1 9 9 8年に現理事長を秘書長に迎え 

るまで，その形成に成功していなかった。

そのようなとき，業界における長年の経験， 

専門的な知識 • 経験の基礎の上に，現理事長 

が政府部門や業界各方面との非公式なパイプ 

(人間関係）を生かして，業界組織によるガバナ 

ンスの形成に成功した（謝 • 王 （2006) p .171)。 
現在機能している地方業界組織はいずれも業 

界での長い経験ならびに各方面の人脈をもつ 

リーダーを擁していると考えられるが，天津

( 9 ) たとえば山東省の協会は常勤人員わずか2 人ながら，地方政府の自転車産業関連政策ドキュメント 

案作成を一手に担っているという（山東省自行車電動車行業協会•山東省自行車電動車産業化弁公室 

における聴き取りによる。2 0 1 0年 8 月 3 日訪問）。

( 1 0 ) 江蘇省自行車協会における聴き取りによる（2 0 0 7年 8 月 3 0 日）。

( 1 1 ) 上海市自行車行業協会における聴き取りによる（2 0 0 7年 3 月 1 4 日）。

( 1 2 ) 天津市自行車行業協会（当時）における聴き取りによる（2 0 0 5年 1 1 月 2 5 日）。

( 1 3 ) 山東の協会秘書長は長く自転車産業に関わってきただけでなく，農村への下放経験をもち，農村の 

需要を熟知していたことから，「家電下郷」の追加品目選択の際，電動自転車を選択することを提案し 

て い る （山東省自行車電動車行業協会• 山東省自行車電動車産業化弁公室における聴き取りによる。 

2 0 1 0年 8 月 3 日訪問）。
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の場合，新たな制度を「嵌め込む」必要から， 

個人の力に依存する部分がより大きかったと 

考えられる。また，業界組織構成員間の協同 

行動にっいても，現理事長の個人的な要素が 

求心力の一部を構成していることは否定でき 

ない。

2 - 4 具体的事業展開とその成果

2 - 4 - 1 中央レベルの業界組織が果たした 

役割

中央レベルの業界組織が果たした役割のな 

かで，特に顕著であったのは， フル電動での 

走行が可能ながら「電動自転車」 とよばれる 

電動二輪車の発展環境の整備に関してである。

電動二輪車は，ペダル式自転車で激化した 

競争の出口として， 自転車産業にとって重要 

な新興産業であった。 1 9 8 8年の道路交通法に 

照らせば違法とも判断できる状況ながら，中 

国自行車協会の管轄組織である中国軽エ総会 

(旧軽工業部）は，上海千鶴が量産化に成功す 

る以前の 9 6 年に電動二輪車の業界規格を制 

定するグループを組織し，翌 9 7 年 に 「電動自 

転車安全通用技術条件」 を発布している。

また，2 0 0 3年の道路交通法改定に際しては， 

業界組織である中国自行車協会が，国務院政 

策研究部門，人民代表大会や政治協商会議の 

委員に対して電動二輪車産業の発展を説明し 

て，電動二輪車を正式に「軽車両」 に区分さ 

せることに成功している。

2 - 4 - 2 地方レベルの業界組織が果たした

役割—— 天津市自行車雷動車行業協会の例

地方の業界組織の役割を天津市の事例でみ 

ると，大きく 3 点をあげることができる。

まず第 1 に需要搬入，情報収集の場の提供

である。

現理事長は秘書長に着任してから，機会主 

義的行動を伴ういわゆる「悪性競争」の原因 

を生産増に対して販路開拓が不足しているこ 

ととみて，上海の展示会に天津の業界をあげ 

て参加し，受注の成果をあげた。 1 9 9 9年から 

2 0 0 0年にかけての増産 5 0 0 万台のうち 4 分の 

1 近くが，2 0 0 0 年の上海展示会での受注分で 

あった。そ し て 2 0 0 1 年 に は 天 津 で 「第 1 回 

中国北方国際自転車展示会」 を開催し，以後 

毎年天津で展示会を開催しており，現在は上 

海に次ぐ，中国を代表する展示会となってい 

る （表 1 参照)。展示会は中国内外からの需要 

搬 入 効 果 （主に国内需要）があるだけでなく， 

製品情報収集の場となっている。

第 2 に，業界の秩序立てと産業発展の方向
一 (15)

を示すことである。

上 記 の 「悪性競争」への対応に関連して，業 

界としての信用確立を掲げたほか，ペダル式 

自転車の競争激化の出口として，市場が急速 

に拡大してきた電動二輪車について，発展の 

芽が摘まれず秩序ある発展が実現するよう， 

規格策定に積極的に関与し， さらにペダル式 

自転車•電動二輪車の両方に関して協会内に

(14) 1 9 8 8年 の 「道路交通管理条例」第 3 条によれば，「非機動車」（軽車両）とは「自転車，三輪車，人 

力車，畜力車，障害者用車」を指し，第 1 9 条には「自転車や三輪車に動力装置を付けてはならない」 

と明記されていた。しかし，自転車にモーターを付け，フル電動で走行できるものであった。

( 1 5 ) —部は市場の失敗への対応という産業政策に含まれる役割であることも事実である。
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表 1 北方国際自転車展示会開催規模

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
参加企業数（社） 205 276 301 340 400 430 500 500 520 550
ブース数（個） 380 625 1,020 1,300 1,800 1,850 2,000 2,200 2,300 3,000
来場延べ人数 2 万 5 万 7 万 1 6 万 1 7 万 1 7 万 26.2 万 2 1 万 n .a n .a
成約総額（億元） 6 n .a n .a 10 12.66 19.2 23.2 27.3 50.8 65.3
完成車成約台数（万台） n .a n .a n .a 566 476 320 428 210 750 864
電動車成約台数（万台） n .a n .a n .a n .a 7.8 68 96 62 n .a n .a
部品成約額（1 ,0 0 0万元） n .a n .a n .a 1.75 n .a 28 30 60 n .a n .a

(出所）天津市自行車行業協会資料，天津市自行車電動車行業協会ウェブサイトと関連報道による。

生産力促進センターを設立し，新素材の応用 

に産学官連携で取り組んでいる。協会はマグ 

ネシウム合金の応用を目指して青海， 山西の 

マグネシウム産地への視察を組織し， 中国マ 

グネシウム協会とも検討会を重ね， マグネシ 

ウムサプライヤ一の誘致にも取り組んでいる。 

マグネシウム合金フレームの自転車はすでに 

製品化されているが， 天津が最も製品化に積 

極的である。

加えて産地としてのレベルアツプを目指し， 

総合自転車産業園区である「中華自転車王国」 

の建設を天津市自行車行業協会（当時） と長 

城国際体育公司が 2 0 0 5 年に発案し， 翌 2006 
年に市の指導者の支持を得て， 2 0 0 7 年より， 

「中華自転車王国」建設計画は独立した事業会 

社の運営により進められている（天津市自行車 

行業協会（2007) pp .50—52)。 この計画は 2013 
年までに， 王国としてのブランド形成，材料 

革 命 （マグネシウム合金利用，軽量化) ，動力革 

命 （電動車のモーター，電池特にリチウム電池の 

開発）を実現し，企業誘致 1 9 0社 （内外企業と 

もに含む。計画面積から割り出した数字) ，誘致 

投資金額 3 0 0億元，年間売り上げ 1 ,0 0 0億元， 

税引前利潤 2 0 0 億元を目指すという壮大なも

の で あ る （2 0 0 7年 1 1 月の聴き取りによる）。

いずれの事業についても，天津の場合は，市 

指導層の支持の取りつけ，業界組織会員企業 

との協調をはじめ，現理事長の個人的力量に 

負うところが大きいと思われる。

第 3 に，地域の産業発展に不利益をもたら 

す状況への対処である。

2 0 0 3年に天津の電動自転車産業の対象市場 

である地域で突然，電動自転車の走行制眼が 

決定された際，天津の協会は他地域の協会と 

連携してこれに対処したという（謝 •王 （2006) 
pp .167—168)。 さらに2 0 0 9年 1 2 月に電動オー 

トバイに関する国家規格が公布され，大多数 

のメーカーの存続への影響が懸念された際， 

他の地方協会と連携して， この規格の施行延 

期を働きかけ，中央の国家標準化管理委員会 

の公布した規格の施行を延期させることに成 

功している。なお，天津の協会は山東の協会 

と並び，一 貫 し て 1 9 9 9 年国家規格に従う自 

転車タイプの電動自転車の発展を推進してき 

た。 これはそのことが，天津の電動自転車産 

業の対象市場と天津のもつ生産条件（自転車 

の部品調達に優位性がある） をふまえ，天津の 

メーカーの利益に適っているからでもある。
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2-5 業界組織の事業の性格 業といった日本の業界組織がかつて行ってき

2 - 5 - 1 日本との比較

日本の自転車産業振興は， 自転車競技の売 

り上げを源泉とする資金を利用して行われて 

きたという特殊な経緯をもっている。そして 

日本の業界組織の体系も主にその振興事業資 

金の利用を前提に形成されてきた。振興資金 

は，財団法人自転車産業振興協会を主要な窓 

ロの一つとし，業態別に形成された協同組合 

を経由して，あるいは直接に， 自転車関連企 

業によって活用されてきた。

他方， 国有企業改革が行われ， かつ民営企 

業が多数生まれて業界の主要な担い手となっ 

て以後の中国は， 自転車産業に特定された恒 

常的な振興資金や制度融資をもっていないと 

みられることから，この振興資金の有無は，日 

中自転車産業の大きな違いである。 また，協 

同組合の形成や制度融資の実施は， 中小企業 

政策とも密接な関わりをもっており， これが 

乏しい中国とは中小企業政策においても大き
(17）

な違いがあることを示唆する。

また，業務として資材の共同購入や金融事

た事業は，中国の業界組織は行っていない。

2 - 5 - 2 財務と関連事業

—— 天津市自行車雷動車行業協会の例

主要な業界組織はウェブサイトで情報発信 

を行っているほか，展示会開催や業界情報誌 

の発行といった事業を行っている。業界組織 

は事業体を別にもっていることもあり， これ 

らを含めた財政面の実態は不明である。天津 

市自行車電動車行業協会の場合，業界情報誌 

の発行は行っていないが，会員向けに，天津 

市の協会ならびに自転車産業動向の取りまと 

め資料は作成されている。

天津市自行車電動車行業協会にっいては 

1 9 9 5年 2 月~ 9 8 年 9 月 と 1 9 9 8年 9 月~ 2 0 0 1  
年 1 2 月の収支状況が得られる。表 2 をみると 

1 9 9 8年 9 月 ~ 2 0 0 1 年においては収入の約 6 
割を展示会（およびその他）収入が占め，展示会 

への依存度が高まっている。展示会を主催す 

るようになって以後の収支状況は不明で， さ 

らに展示会開催には展示会運営会社が関わっ 

ているので，展示会それ自体の収支が協会本

(16) 2 0 0 9年 1 2 月 4 日 に 「電動オートバイ」についての国家規格が公布され，「電動自転車」として免 

許不要な範囲が設計時速20 km以下，最大重量40 kg以下に限定され，2 0 1 0年 1 月 1 日から施行され 

るはずであった。ところが自転車産業の地方業界組織，電動自転車メーカーの強い抵抗を受け，わず 

か 1 1 日後の1 2 月 1 5 日に新たな国家規格の施行は延期された。新規格で「電動自転車」の範疇を 

超える製品を生産するメーカーは，オートバイメーカーとしての許可を取得する必要があるが，それ 

には固定資産投資1 億元以上（土地使用権などの無形資産を含まず)，3 0 万台の年産能力（二輪の場 

合。三輪車は 1 5 万台），組み立てからプレス • 溶接，塗装などの工程や検査設備の保有という高い 

ハードルが設定されていた。 しかし，電動自転車メーカーの多くは外注を活用して組み立てに特化し 

ており，年間生産台数の実績でみれば，3 0 万台を超えるのは，2 ,0 0 0社以上あったといわれる完成車 

メ一カ一のぅち1 0社もない。

( 1 7 ) 少なくとも1 9 4 0年代末から7 0 年頃までの日本の自転車産業振興策は，比較的潤沢な資金を得て， 

国内の生産力 • 供給力の向上に多大な貢献をした。 しかし，特に 9 0 年代以降の市場環境の変化，調 

達エリアの拡大，業界の担い手の変化を受けて，日本のメーカーが日本国内で生産することを前提に 

した産業振興は根本的方向転換を迫られることになった（駒 形 （2 0 0 9 a )参照）。
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単位：元

表 2 天津市自行車電動車行業協会の財政収支

1 9 9 5年 2 月〜9 8 年 9 月 1 9 9 8年 9 月〜2 0 0 1年 1 2 月

収入 515,891.46 481,106.42
会費 232,000.00 133,300.00
入会申請費 131,000.00 49,400.00
会務費 25,000.00 3,652.53
展示会代理費 79,051.30 294,753.89
製品指南 6,000.00
その他収入 42,840.16

支出 484,152.20 499,244.06
事務費 57,964.27 66,478.09
出張旅費 53,386.80 84,766.20
接待費 26,652.30
車代 79,042.93
賃金ボーナス福利 165,580.64 217,728.00
成立大会及び記念品経費 31,708.50
会員登録費 46,946.80
納税 13,729.79
その他 5,670.10
自動車ガソリン.修理 87,619.48
上納会費 900.00
空調設置 2,200.00
業界活動支出費用 39,552.29

(出所）天津市自行車行業協会（2 0 0 5 d )により作成。

体の収支にすべてが反映されるわけではない。

しかし，天津の協会の場合，協会の人員が個

人の資格で出資して設立した展示会運営会社

が天津の展示会開催に携わっており，協会と

展示会運営会社とは実質的には一体化してい

る。天津以外の各地の地方業界組織によって

も，展示会開催会社と組んで展示会が開催さ 
(18)

れている。

展示会開催は，天津の協会が上海への展示 

会参加で需要搬入に成功し，その後展示会を

主催するようになったことが示すように，参 

加メーカーにとって製品情報の獲得や需要搬 

入の効果をもっ。同時に，主 催 す る （ないし 

その一端を担う）ことで一定の•収益が見込める 

ことが，開催のインセンティブになっている 

とみられ， 自転車•電動自転車の業界組織以 

外 も （特に電動車の）展示会を開催しており， 

中国国内だけでも展示会開催スケジュールは 

過密である。

日本の自転車産業の業界組織の活動におい

( 1 8 ) 上海で開催されている中国国際自行車展覧会は，地方組織ではなく中国自行車協会が主催する展示 

会で，浙江と江蘇の展示会は1 9 8 0年代初頭の部品調達会の流れを汲むものである。これら以外は地 

方組織が新たに開催したものである。
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ては， 自転車競技の収益という， 自転車の直 

接的製造販売の外側にある資金が一定程度機 

能しているのに対し，中国の業界組織の活動 

は，企業による自転車，電動車両の製造販売活 

動それ自体をサポートすることにより得られ 

る資金で支えられている。中国の，特に地方 

の業界組織は，当該地域の自転車産業の発展 

促進を直接動機づけられていると同時に，展 

示会は当該地域外のメーカーの参加も（その 

成否は別にして）意図したものであるから，広 

く中国の自転車•電動車両産業の発展促進を 

動機づけられている。

展示会開催の成否は，今や地方組織の存立 

にも関わりうる事業の一つとなっていると考 

えられるが，各地の展示会は相互に競争関係 

にあると同時に，捿み分けの関係もあり， よ 

り多くの，多様な情報発信，情報収集，需要 

搬入の機会を提供するという点で各展示会は 

協力関係にあるといえ，同時に出展企業獲得 

をめぐっては競合関係にある。

こうした仕組みが機能しうるのは，一つに 

は，世界生産が中国に集中していることと国 

内消費市場自体が巨大であるという条件を中 

国がもっているためであろう。

第 3 節 地 域 産 業 の 形 成 と

発展をめぐる地方政府の役 I T

3 - 1 地域市場保護の困難性

地方政府指導者は当該地域の経済発展を動 
(21)

機づけられている。地域振興には時として， 

域 内 市 場 の 保 護 （封鎖） という消極的施策も 

採られてきた。 しかし， 自転車産業に関して 

は， ①産地が特定地域に集中していること， 

②メーカーの多くが非国有企業となり，生産 

の多くも非国有企業によっていること，③流 

通も非国有のメーカー自身や非国有の流通業 

者が販路ネットワークを築いており，競争も 

激しいこと—— などにより，市場の人為的分 

断は生じにくくなっている。

市場の捿み分けがあるとすれば，それは主 

に地域の購買力や輸送費といった条件で形成 

されている。そのことは域外資本の進出の誘 

因となるが，域外資本の進出は当該地域経済 

にとっては雇用創出や税収面で有益であり， 

当該地方政府が自ら投資して企業を興すより 

も地域振興コストが安く， リスクも低くなり 

うる。

( 1 9 ) この点については駒形（2 0 0 9 a )を参照されたい。極論をいえば，日本の場合， 自転車に乗る人が 

増えなくても競輪の車券を買う人が増えれば業界組織の活動の原資は増える可能性があるが，中国の 

場合，業界組織の活動を利用したために利益があがったとメーカーが認識しなければ業界組織の活動 

原資は増えない。

( 2 0 ) 橘 川 （1 9 9 2 )は，企業集団や業界組織に加え政府も「中間組織」に含めている。

( 2 1 ) ①地域の財政収入の拡大，雇用 • 福祉水準の向上，②指導者としてのプロモーション，③個人の名 

声獲得といった動機が考えられる。②③にはたとえば中央や上級行政区の人民代表大会代表への選出 

も含まれる。
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3 - 2 域外市場でのサポート 

域内立地企業が域外市場で不利益を被るよ 

うな状況に陥った場合，それは当該企業が立 

地する地方政府の財政や地域の雇用に影響が 

及ぶ恐れがある。そして当該企業単独で不利 

な状況が改善しにくい場合，地方政府が交渉 

をサポートするか場合によっては交渉の前面 

に立つことがある。 さらに，そうしたことが 

海外市場をめぐっても起こりうる。

たとえば，1 9 9 0年代前半のアメリカのA D  
(アンチダンピング）訴訟の際，中国の中央政 

府は天任車料に対し「投降」 を勧めたのに対 

し，広東省下の一地方政府にすぎない順徳政 

府が同社をサポートして勝訴したというので

。
。

3 - 3 新産業形成における地方政府の役割 

地方政府は実質的には地方業界組織と連携 

しており，業界情報の入手や具体的施策案策定 

は業界組織に依存していると考えられる。 し 

かし，メーカ一への研究開発補助金の給付に 

ついては，筆者の知りうる限りでは自転車産 

業の業界組織は行っておらず，補助金の仲介 

機能もほとんどもっていないとみられる。そ 

して自転車産業に関連する補助金給付の場合， 

中央政府よりも地方政府が直接その役割を果 

たしているとみられる。 また，製品の市場条 

件を規定する交通ルールに関しては，地方政 

府への分権的特質が看取される。

3 - 3 - 1 メー 力一への研究開発資金の助成 

—— 天津の電動二輪車産業の例

ペダル式自転車の競争が激しくなり，1990 
年代半ば以降， 自転車産業にとって有望な新 

製品として，電動二輪車が各地の自転車産地 

で注目されるようになっていた。天津では， 

基礎的な開発は 8 0 年代から国有企業•研究 

所により取り組まれてきたが，量産化開発に 

あたって，天津 市 政 府 （科学委員会）は，研究 

開発の公募を行い，公募により選ばれた単位 

に研究開発助成金を出した（天津市自行車行業 

協 会 （2005c) p .1 0)。そして助成金を受けた単 

位から初期の天津電動二輪車産業を牽引する 

メーカーが生まれ，後続の参入を誘発したの 

である。

3 - 3 - 2  ロ一カル.ル一ルの制定と域内市

場の活用 -----上海の電動二輪車，山東の雷

動四輪車の例

中国における新産業の形成と発展にとって 

の利点は，地域市場の規模が大きく，特定域 

内だけで一定の産業形成の実験が可能なこと

である。

このことは電動二輪車の例にみることがで 

きる。道 路 交 通 法 （当時） に違反していると 

判断されてもおかしくない電動二輪車を，需 

要者と供給者の両方が存在している上海市が， 

ローカル • ルールで「軽車両」とした。 このこ 

とは少なくとも近隣産地には多大な影響を及 

ぼし，結局は，全国的実験が続いた後の 2004 
年に， ようやく電動二輪車を軽車両とする中

( 2 2 ) 「選 択 “人和” 得 “地利” 発展仍需 “安天下”広東天任車料有限公司董事長湯偉談在順徳投資発展体 

会」『珠江商報』2 0 0 8年 1 1 月 1 8 日。
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央の交通法規改定がなされた。

さらに注目すべき事例は，電動四輪車であ 

る。ガソリンエンジン車と同等レベルの走行 

性能をもつものとは異質であるこの低速タイ 

プの電動四輪車には，専業メーカーのほか，農 

用車メーカーおよび自動車メーカーからの参 

入がみられるというが（張 • 方 （2010))，自転 

車産業から参入したメーカーも少なからず存 

在する。特に山東省では，農用車メーカーや 

自転車•電動二輪車メーカーが低速タイプの 

電動四輪車を生産している。多くは，特殊設 

備の範疇に入る，公道を走行しない巡回車両 

や観光車両であるが，なかには乗用車タイプ 

や既存の農用車を代替して公道を走行するも 

のを製品化し，すでに一部販売を始めている。 

低速で走行する電動車両については，中央レ 

ベルでは基本的に電動二輪車•三輪車の交通 

法規や技術条件しか存在していない。

しかし山東省は四輪車を含む電動車両を重 

点発展対象産業に掲げ，省内の一部の都市で 

は，それぞれ独自の走行条件をローカル•ルー 

ルで条例化し，道路交通法の地方運用規定に
(23)

ついても準備が進んでいる。

3 -4  「情報の地理的分散」「中央政府一企業 

間の情報の非対称性」と域内市場の規模 

既述のように，中国では産業政策の具体化， 

実 施 に あ た り 「情報の地理的分散」が存在し 

ているがゆえに，地方政府への分権化が行わ 

れ，地 方 政 府 が 「産業政策の担い手」 となっ

ていた。また，地方政府を中央政府と企業と 

の 間 の 「中間組織」 ととらえれば，地方政府 

は，中央政府と企業との間の情報の非対称性 

を低減する存在と位置づけられた。 これらニ 

つの把握には重なる部分があり，つまるとこ 

ろ，地方政府は，地域経済を支える企業の育 

成，生産経営環境を方向づけるルール•制度 

面を整備する主体ということになる。

新たな財のニーズが中国国内のいくつかの 

特定地域に存在し，特定地域の一部企業はそ 

のニーズに気づいており，全国的発展の潜在 

的可能性があるという状況があるとする。 と 

ころが，「情報の地理的分散」「中央政府一企 

業間の情報の非対称性」のゆえに，中央政府は 

その可能性を捕捉することができないか，捕 

捉できても新たな財の利用環境や生産情報を 

ふまえて全国的な制度•ルールを整備してい 

くにはコスト（時間を含む）が高い。 しかし地 

方政府は中央政府よりも新たに生まれた財の 

市場や生産者に近接し，地方政府によって特 

定地域の環境に即した制度•ルールが制定さ 

れ，財の利用，生産が促進されやすくなる。 こ 

のとき，地方政府の制度•ルールが適用され 

る市場の規模が一定程度大きければ，生産に 

あたって規模の経済性が働き，参入の増加と 

企業間の競争により財の生産コストは低下し， 

財の利用がいっそう促進され，財の利用が促

進されれば，参入もまた増加する可能性があ
24）
る。 目の前の需要が大きいとみれば，ローカ 

ル • ルールを定めて実験を行える空間と，一定

( 2 3 ) 安徽省，江蘇省の各一都市でも低速電動四輪車に関する地方規格ないし，低速電動四輪車を自動車 

と位置づける交通規定が制定されている。

—— 1 2 6 ——



の実験結果が出るまでの時間的アドバンテ一 

ジが地方政府に与えられるのである。

このように特定地域での実用化を兼ねた実 

験が，複数の地域で，あるいは単独の地域で 

あっても実施され，それが蓄積されれば，中央 

政府がその情報をふまえて，新たな財の利用 

環境，生産条件についての全国的制度•ルー 

ルを決めることができる。 このことは地方レ 

ベル，企業レベルからのボトムアップタイプ 

の新産業形成に眼らず，中央レベルで技術的 

タネが開発され，新産業の方向性が形成され 

ているときにも，一部地域での実験という形 

をとることが中国では可能である。

なお，地域多様性のゆえに，地方への分権は 

ある程度は恒久的であるともいえ，そのこと 

は時限付き免税などにもあらわれている。た 

とえば，「家電下郷」政策による税還付の追加 

的品目選択権が地方政府に与えられ，山東省 

など複数の省では電動二輪車を追加品目に選 

択している。その際，山東省政府は，業界組 

織の提案をもとに電動二輪車を選択し，かつ 

対象品目を規格対応タイプに限定することで， 

電動二輪車生産を規格遵守に誘導することを 

目指していた。

第 4 節 お わ り に

本稿では，業界組織を企業と地方政府•中 

央政府との間に位置する「中間組織」，そして

地方政府を産業政策の担い手であり，かっ企 

業と中央政府との間に位置する「中間組織」で 

あると位置づけた。そのうえで， 自転車産業 

を事例に，業界組織と地方政府が経済制度改 

革下で産業の発展にいかなる役割を果たして 

きたかについて論じた。

特に国民経済の制度改革に関連しての役割 

が大きかったとみられるのは，業界組織であ 

る。中国における業界組織の成立は，経済制 

度改革，民営企業の形成•参入と深く関わっ 

ている。 自転車産業の業界組織は，中央レべ 

ルでは，制度改革に伴い，国民経済規模で既 

存の主管部門を超えた新規参入が発生したこ 

とを契機に生まれた。地方組織は，天津の事 

例でみれば，当該地域域内に，既存主管部門 

とのつながりをもたない新たな生産経営主体 

が多数生まれ，それらが自律的な意思決定で 

相互に競争したり取り引きを行ったりするよ 

うになったことを契機に設立された。業界組 

織は，競争秩序を整え，需要搬入，情報収集の 

場を創出し， さらに，技術的な規格の制定に 

も役割を果たして業界ないし地域産業の発展 

に貢献した。すなわち，業界組織は，計画経 

済から市場経済への制度改革の過程で変化し 

た政府 • 企業間関係，ないし企業間関係の「ガ 

バナンス」の新たな担い手となったのである。

その業界組織は非営利組織であるはずだが， 

展示会開催などの営利事業をもち，業界ない 

し地域産業の発展を強く動機づけられており，

( 2 4 ) たとえば電動二輪車産業への参入は容易であり，分業の各環節での競争も激しい。その点で競争促 

進が産業発展促進の手段となっているが，国内市場を土俵とした競争促進による産業発展促進にあた 

り，国内メーカーは保護されている。輸入関税をみると自転車の完成車13 % に比べ，電動二輪車は 

45 % と高い税率が設定されている。
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地方業界組織は時として競合する関係にある。

さらに業界組織は電動車両（電動二輪車）に 

関して，交 通 法 規 上 「軽車両」に分類するこ 

とを勝ち取り，ペダル式自転車の激化した競 

争の出口を確保したが，それに先立ち，技術 

規格の制定に協力するとともに，新興産業と 

しての発展の芽を摘まれないよう（中央政府 

により走行や製造を禁止されないよう），特に地 

方組織が秩序形成に尽力してきた。業界組織 

は中央政府に対して「中間組織」 として機能 

し， この意味においては，地方組織は互いに 

協力関係にある。

自転車産業•電動車両産業は地域産業とし 

ての側面を強くもち，産地では地方業界組織 

と同様，地方政府も業界の発展に強いインセ 

ンティブをもつ。それゆえ，業界組織や地方 

政府は場合によっては当該地域の企業が域外 

で受けた不利益にも対応する。

業界組織と地方政府のうち，地方政府の役 

割は域内市場に関して， より大きいといって 

よいだろう。電動車両という既存の法規•制 

度に収まらない新興産業に関して，地方政府 

は研究開発資金を拠出して製品化を促したり， 

中央政府の動向に留意しつつもローカル制度 • 
ルールを作ったりして支援を行ってきた。 こ 

うしたことが可能なのは，一つにはローカル 

制度•ルールを適用できる範囲が広く市場規 

模が大きいためであると考えられる。新興地 

域産業の発展の芽をつぶしたくない地方政府 

は業界組織と連携しながら，中央政府の態度 

を見極めつつ，いまだ中央レベルの制度•ルー 

ルがない領域について，域内企業の実験を見 

守り，制 度 • ルール案を策定する。実験が広

がり ， その結果が国民経済全体に有用である 

と中央政府が判断すれば，中央レベルの正式 

な 制 度 • ルールができるだろう。完備された 

制 度 • ルールを待たずして，実験が実用化を 

兼ねて進行し， さらに競争を通じ，製品の安 

定性や技術性能が高まっていく。あるいは制 

度•ルールが追いつかなくても国民経済全体 

に有用である（国民のニーズがある）ならば，制 

度•ルールの検討整備作業と並行して実用実 

験が継続される。 こうしたことが中国の電動 

車両産業で観察された。「情報の地理的分散」 

「中央政府一企業間の情報の非対称性」と財の 

実用実 .験空間としての地域市場の存在が，中 

間組織，産業政策の担い手としての地方政府 

の役割を大きなものにしている。

(経済学部教授)

〈参考〉

• 中国自行車協会の業務範囲（中国自行車協会 

ウェブサイト）

1 )業界の調査研究を展開し，基礎資料の収集， 

デ一タ情報の統計を行い，業界の発展方向を 

研究し，政府部門に業界の全体的な計画，経 

済技術政策，経済立法などの面での建議を提 

出するとともに関連する活動に参与する。

2 )業界内外のさまざまな形式の連合を推進し， 

業界内部の企業の生産経営，技術開発，技術協 

力と競争における問題を調整し，自転車業界 

の技術進歩を促進し，経営管理水準を高める。

3 ) コンサルタント業務を展開し，会員単位のた 

め国内外技術，経済と市場の情報を提供し， 

交流活動を組織し，業界誌を編集出版し，協 

会のウェブサイトを立ち上げる。

4 ) さまざまな形式をとって，会員単位のために 

各種専門人員への研修を行い，その科学技術 

人員，経済管理人員の素質を高める。
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5 ) 国外の関連する組織との連絡を発展させ，業 

界を代表して国際的な自転車業界の関連組織 

や会議に参加し，国内外の経済技術面での協 

力，交流と展示販売活動を展開する。

6 ) 関係部門の委託を受けて国家，業界の関連製品 

の規格，業界職業規格などの起草を組織する。

7 )輸出，外資利用，技術導入などの面で，業界 

内において情報を通じあい，交流と協力を促 

進する。

8 ) 業界規約の取り決めを組織し，その遵守を監 

督する。

9 )会員の合法的権益を守り，会員の揉め事を調 

整し，業界の関係を調和させる。

1 0 )政府関係部門からの委託業務を引き受け，担う。

1 1 )会員に有益なその他の業務を展開する。

• 天津市自行車行業協会の業務範囲（天津市自 

行車行業協会（2005b) p p .1 -8 )
1) 国家と天津市の経済発展のすべての任務およ 

び天津市の自転車業界の実際状況にもとづき， 

党と国家の方針政策を積極的に宣伝する。

2 ) 業界の基礎資料の調査研究，収集と整理業務 

を展開し，わが市の自転車工業の発展方向を 

研究し，市政府関係部門に対し業界計画，経 

済技術政策，経済立法の面での建議を制定， 

提出し，関係活動に参与する。

3 ) 国家，消費者，会員単位の合法的権益を保護 

し，天津市の自転車製品の信用を保護する。 

政府関係部門に呼びかけ，規範性のある品質 

検査を定期的に組織，実施を促し，優勝劣敗 

を促す。

4 ) コンサルタントサービスを展開する。会員単 

位に国内外の技術経済と市場情報を提供し， 

交流を組織し，業界刊行物をまとめ出版する。

5) さまざまな形式をとって企業が各種専門人員 

への研修を行うことを組織，コーディネート 

し，業界の科学技術，経済管理人員の素質を 

高める。

6 ) 国内外組織との連絡を発展させ，業界を代表 

して国内外の自転車業界の関係組織と会議に 

参加し，技術協力，交流および展示販売活動 

を行う。

7 ) 関係部門が業界の製品規格を起草，貫徹する 

ことと歩調を合わせて，品質監督，検査，認 

証業務を実施し，科学技術の成果の認定と生

産許可証の発行を組織し，これに参与する。

8 )会員単位を組織，コーディネートして共同で 

業界規約を制定し，監督を行う。

9 ) 市政府関係部門の委託業務を受け，同時に市 

の関係部門と中国自行車協会に対し，会員単位 

の要求を反映させ，彼らの合法的権益を守る。

1 0 )当業界に有益なその他の業務を展開する。
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